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誰ひとりとして取り残さない！

国籍に関わらず！

在留資格に関わらず！

日本人でも、ナニジンでも、

ここ（日本）に生きている人として、
貧困状態に置かないことを目指す





新型コロナ災害により、元から脆弱な立
場の人々がより弱い立場に置かれる様に
なった。

→労働時間の短縮、失業
（非正規外国人労働者）

→そもそも就労不許可
（非正規滞在者、在留資格未取得
＝仮放免中の難民申請者など）





支援対象者
＝在留外国人の中でも最も困窮し
ている人びと

 短期滞在

 特定活動６カ月未満

 被仮放免者（在留資格無し）

 超過滞在者（在留資格無し）

➡ 非正規雇用やど不安定な就労条件や、そもそも就労不可と

される在留資格により生計を立てる収入が低いか収入を

得る手段のない人びと

➡ 住民基本台帳に登録されておらず、公的支援の対象から

外れる人びと

国民健康保険 ×

その他の社会保険 ×



支援対象者
＝在留外国人の中でも最も困窮し
ている人びと

 健康的な身体と心の確保（医）

 住まいの確保 （食）

 食料の確保 （住）

生活困窮者➡ 相談会/緊急連絡

⇩

相談（駆け付け相談を含む）➡緊急支援

＊生活費の補助（現金給付）⇦ささえあい基金

＊医療機関への紹介、同行支援（医）

＊フードバンクや生活協同組合、その他の提携団体からの食料提供

（食）

＊緊急シェルターの提供、家賃補助や一時宿泊代（ホテル等）の

宿泊代補助（住）



緊急給付 駆け付け 150名
その他 150名
給付額＝500万円

家賃支援 のべ40名超
給付額＝300万円

シェルター
7名（2022年4月）



GW大人食堂
（５月５日）



外国人医療相談会
（11月３日）



地域活動への参加
（隅田川医療相談会での物資配布ボランティア）



地域活動への参加
（精米作業への参加）



在留外国人？ 在留外国人とひと口に言っても
在留資格は様々

• 身分に基づく在留資格
（永住者、定住者、日本人の配偶者等）

• 技能実習生・留学生
• 専門的・技術的分野の在留資格

在留資格＝労働資格が実態

• 短期滞在（特定活動3カ月など6カ月未満の滞在資格）
→ 訪問者・旅行者が帰国困難者となった場合は？

例：ミャンマー人ビジネスマン

→ 難民申請者

（１）短期滞在者＝住民登録無し、就労不可
→居住実態が無いとみなされる？



在留外国人

（２）在留資格なし＝労働資格が無い

• 元技能実習生・元留学生

• 複数回難民申請（認定待ち/不認定）

• 超過滞在（オーバーステイ）

→ 被仮放免者（強制退去の対象者）

（１）（２）
→生活保護をはじめ公的支援の対象外になりがち

✖不法滞在・不法残留

〇非正規滞在（あるいは在留許可未取得）



難民支援協会「日本にいる難民のQ＆A」より



難民支援協会「日本にいる難民のQ＆A」より



共
助

自
助

コロナ災害の被害者を支えるもの

公
助

生活保護
＝基本であり、最
後のセーフティー
ネット



共
助

自
助

在留外国人を支えるもの

公
助

❔

公的支援が不十分
な中で民間による
助け合いにも限界



今後について（必要なこと）

引きはがされるセーフティネット（公助）
→政策変更を求める
“仮放免者にも医療を” “公営住宅の提供を！”

助け合いの協同（共助）
→ともに生きる。
でなければともに死んでしまう。
“居場所づくり” ”共に仕事ができる様に“


